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発行者情報 

【表紙】  

【公表書類】 発行者情報 

【公表日】 平成29年９月29日 

【発行者の名称】 
株式会社はかた匠工芸 

（HAKATA TAKUMI KOUGEI Inc.） 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岡井 弘志 

【本店の所在の場所】 福岡県大野城市仲畑二丁目12番40号 

【電話番号】 (092)581-7232（代表） 

【事務連絡者氏名】 取締役 管理部長 今里 恵子 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの名称】 フィリップ証券株式会社 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの代表者の役職氏名】 代表取締役 下山 均 

【担当Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒの本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町４番２号 

【電話番号】 (03)3666-2101 

【取引所金融商品市場等に関する事項】 東京証券取引所 TOKYO PRO Market 

なお、振替機関の名称及び住所は下記のとおりです。 

名称：株式会社証券保管振替機構 

住所：東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号 

【公表されるホームページのアドレス】 株式会社はかた匠工芸 

http://takumikougei.jp 

株式会社東京証券取引所 

http://www.jpx.co.jp/ 

【投資者に対する注意事項】  

１ TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスク

を含んでいる場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要

件及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要

があります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を

行う必要があります。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重

に検討する必要があります。 

２ 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）

第21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ず

る者）をいう。）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき

重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたとき

は、法第27条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、

情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該

有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っ

ていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けているこ

とを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したと

きは、上記賠償責任を負いません。 

３ TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所

金融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketに

おいては、J-Adviserが重要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証

券に関する有価証券上場規程の特例（以下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動

するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及

び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、東京

証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketに係る諸規則に留意する必要がありま

す。 
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４ 東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき

事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かとい

う点を含みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前

記賠償責任その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

 
第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次 
第10期 

（中間） 

第11期 

（中間） 

第12期 

（中間） 
第10期 第11期 

会計期間 

自 平成27年 

１月１日 

至 平成27年 

６月30日 

自 平成28年 

１月１日 

至 平成28年 

６月30日 

自 平成29年 

１月１日 

至 平成29年 

６月30日 

自 平成27年 

１月１日 

至 平成27年 

12月31日 

自 平成28年 

１月１日 

至 平成28年 

12月31日 

売上高 （千円） 306,529 323,734 589,955 790,433 878,936 

経常利益又は経常損失（△） （千円） △29,169 △13,452 1,928 △22,745 3,740 

中間純利益又は 

中間（当期）純損失（△） 
（千円） △29,623 △13,907 1,403 △23,653 △11,026 

資本金 （千円） 108,850 108,850 108,850 108,850 108,850 

発行済株式総数 （株） 517,700 517,700 517,700 517,700 517,700 

純資産額 （千円） △38,706 △47,319 △43,035 △33,411 △44,438 

総資産額 （千円） 253,582 254,476 287,482 257,935 243,612 

１株当たり純資産額 （円） △88.12 △103.45 △95.18 △76.59 △97.89 

１株当たり中間純利益又は 

中間（当期）純損失金額（△） 
（円） △57.22 △26.86 2.71 △45.69 △21.30 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益金額 
（円） ― ― 2.68 ― ― 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間配当額) 
（円） 

― 

（―） 

― 

（―） 

― 

（―） 

― 

（―） 

― 

（―） 

配当性向 （％） ― ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） △18.0 △21.0 △17.1 △15.4 △20.8 

自己資本利益率 （％） ― ― ― ― ― 

株価収益率 （倍） ― ― 191.88 ― ― 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △20,991 △4,873 23,800 △59,718 △16,311 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △1,102 ― △560 △1,042 △63 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 31,412 △19,500 △1,834 88,992 △16,000 

現金及び現金同等物の 

中間期末（期末）残高 
（千円） 22,684 17,223 30,628 41,597 9,222 

従業員数 

（外、平均臨時雇用者数） 
（人） 

17 

（5） 

17 

（3） 

20 

（3） 

13 

（3） 

17 

（3） 
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（注） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．当社は、中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計年度に係る主要な経営

指標等の推移については記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第10期中間会計期間、第10期、第11期中間会計期間及び第11期の潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額については、潜在株式が存在するものの１株当たり中間（当期）純損失であるため

記載しておりません。 

４．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。 

５．自己資本利益率については、債務超過のため記載しておりません。 

６．第10期中間会計期間、第10期、第11期中間会計期間及び第11期の株価収益率については、中間（当

期）純損失を計上しているため記載しておりません。 

７．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイトのみ）は、期中の平均人員を（ ）外数 

で記載しております。 
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２【事業の内容】 

  当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。 

 

３【関係会社の状況】 

  当中間会計期間において、関係会社の異動はありません。 

 

４【従業員の状況】 

（１） 提出会社の状況 

 平成29年６月30日現在   

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

20（3） 47.4 3.4 2,305 

 

セグメントの名称 従業員数（名） 

レディース和装事業 17（1） 

男きもの事業 1（1） 

全社（共通） 2（1） 

合計 20（3） 

(注)１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（アルバイトのみ）は、当中間会計期間の平

均人員を（ ）外数で記載しております。 

    ２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 

    ３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものでありま

す。 

 

（２）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３【事業の状況】 

 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は景気の緩やかな回復基調が続くなか、個人消費は消費者マイ

ンドの改善もあり持ち直しが続いております。人手不足を背景に雇用環境も改善傾向が持続し、消費

増税延期により下振れ要因がなくなるなか、賃金の伸びは低いため所得の回復ペースは緩やかに進ん

でおります。 

この状況下、当社は、平成26年４月に東京銀座・京都祇園に開業した男きもの専門店SAMURAIの男き

もの事業の推進を経営の重点施策と位置付け、広告宣伝・店外催事など販売に注力いたしました。男

きもの専門店「ＳＡＭＵＲＡＩ」ブランドの確立に向けて低価格高品質な商品を提供し、消費者に認

知されつつあります。 

また、日本和装グループが仲介する「日本和装」事業の加盟店として、「無料きもの着付け教室」

等のセミナーや各種イベントなどの販売会を通じて、女性向けの和装品の販売をいたしました。 

これらの結果、売上高589,955千円（前年同期比82.2％増）、営業利益は3,712千円（前年同期は営業

損失12,017千円）、経常利益は1,928千円（前年同期は経常損失13,452千円）、当期純利益は1,403千

円（前年同期は当期純損失13,907千円）となりました。 

セグメント別の業績は次のとおりです。 

 

＜レディース和装事業＞ 

レディース和装事業につきましては、日本和装ホールディングス社の新・きもの着付け教室の受講

者増加による販売会回数の増加、主力製品の継続製品投入による受注本数の増加により、受注状況が

前年同時期86.7％増加し、売上高は560,578千円、セグメント利益（営業利益）は8,067千円となりま

した。 

＜男きもの事業＞ 

男きもの市場の開拓や「ＳＡＭＵＲＡＩ」ブランドの確立に向けて、男きもの着付け教室を中心に

男きものへの潜在的な需要の掘り起しに広告宣伝費等の販売経費を支出しましたが、受注獲得に結び

つけることができず、売上高は29,377千円、セグメント損失（営業損失）は4,355千円となりました。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ、

21,405千円増加し、30,628千円となりました。 

  当中間会計期間末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は23,800千円となりました。これは主に税引前中間純利益1,928千円、

たな卸資産の増加額14,229千円、前受金の増加額34,073千円等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動に結果使用した資金は560千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

360千円等によるものであります。 

 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は1,834千円となりました。これは短期借入金の純減額19,000千円、

長期借入金の借入30,000千円、長期借入金の返済による支出12,760千円等によるものであります。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 
当中間会計期間の生産実績は、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
当中間会計期間 

（自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日） 

前年同期比（％） 

レディース和装事業（千円） 39,162 132.5 

男きもの事業（千円） 315 29.5 

合計 39,478 128.9 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）商品仕入実績 

当中間会計期間の商品仕入実績は、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
当中間会計期間 

（自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日） 

前年同期比（％） 

レディース和装事業（千円） 101,303 192.5 

男きもの事業（千円） 13,413 68.8 

合計 114,717 159.1 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３）受注状況 

当中間会計期間の受注状況は、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
当中間会計期間 

（自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日） 

前年同期比（％） 

レディース和装事業（千円） 633,412 186.7 

男きもの事業（千円） 35,999 98.8 

合計 669,411 178.2 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（４）販売実績 

当中間会計期間の販売実績は、次のとおりであります。 

セグメントの名称 
当中間会計期間 

（自 平成29年１月１日 
至 平成29年６月30日） 

前年同期比（％） 

レディース和装事業（千円） 560,578 194.6 

男きもの事業（千円） 29,377 82.5 

合計 589,955 182.2 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

   

４【事業等のリスク】 

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は平成29年３月31日に提出した発行者情

報に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませんが、当社株式の㈱東京証券取引所

が運営を行っております証券市場 TOKYO PRO Market の上場維持の前提となる契約に関し、以下に記載

致します。 

  なお、当社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に疑義を生じさせるような事象又は状況そ

の他当社の経営に重要な影響を及ぼす事象として継続企業の前提に関するリスクがあります。 

   

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。 

 

（１）担当 J-Adviserとの契約について 

  当社は、㈱東京証券取引所が運営を行なっております証券市場 TOKYO PRO Market の上場企業です。

当社ではフィリップ証券㈱を平成 25年８月 25日の取締役会において、担当 J-Adviserに指定する

事を決議し、平成 25年８月 26日にフィリップ証券㈱との間で、担当 J-Adviser契約書（以下「当

該契約」といいます。）を締結しております。当該契約は、TOKYO PRO Market における当社株式の

新規上場及び上場維持の前提となる契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当 J-Adviserを

確保できない場合、当社株式は TOKYO PRO Market から上場廃止となります。当該契約における契

約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関する事項は以下のとおりです。 

 なお、本発行者情報の公表日現在において、当社は債務超過の状態となっておりますが、フィリ

ップ証券㈱からは債務超過ではあるものの、足元の資金繰り、取引金融機関との関係、営業の状況、

及び経費削減の状況を勘案し総合的に判断した結果、無催告解除を行わない旨の報告を受けており

ます。 

 

＜J-Adviser契約解除に関する条項＞ 

当社（以下「甲」という。）が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券㈱（以下「乙」

という。）は J-Adviser契約（以下「本契約」という。）を即日無催告解除することができる。 

(１) 債務超過 

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態か

ら脱却しえなかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して

１年を経過する日（当該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年

を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期間」

という。）において債務超過の状態から脱却しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再

生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガ

イドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債

務超過の状態から脱却することを計画している場合（乙が適当と認める場合に限る。）には、２年

以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して２年を経過する日（猶予期間の最終日の翌日

から起算して１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該1年を経過する日

後最初に到来する事業年度の末日）までの期間内）に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。 

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会

計年度（甲が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を開示

するまでの間において、再建計画（本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるた

めの計画を含む。）を公表している甲を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及びｂ

に定める書類に基づき行う。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)の場合の区分に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に規定する書面 

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを

証する書面 

(ｂ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づ
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く整理を行う場合 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者

が記載した書面 

ｂ 本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要

な事項等が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載

した書面 

(２) 銀行取引の停止 

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実とな

った旨の報告を書面で受けた場合 

(３) 破産手続、再生手続又は更生手続 

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場

合（甲が、法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、

再生手続又は更生手続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これ

に準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく

会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が

認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当該ａからｃまでに定める日に

本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法

律に基づかない整理を行う場合 

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続

について困難である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、

事業の全部若しくは大部分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議するこ

との取締役会の決議を行った場合、甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議に

ついての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業

の大部分の譲渡であると乙が認めた日） 

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若

しくは弁済に関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務

の引受若しくは弁済の額が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額

以上である場合に限る。） 

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

(４) 前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合に

は、原則として本契約の解除は行わないものとする。 

再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。 

(ａ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるもの

であること。 

(ｂ) 甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

ｂ 当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。 

(ａ) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。 

(ｂ) 前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなさ

れていること及びそれを証する内容 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観

点から適当でないと認められるものでないこと。 

(５) 事業活動の停止 

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場

合をいう）又はこれに準ずる状態になった場合。 

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活

動を停止した場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃま
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でに掲げる場合には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わ

る財産の全部又は一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則とし

て、合併がその効力を生ずる日の３日前（休業日を除外する。）の日 

(ａ) TOKYO PRO Marketの上場株券等 

(ｂ) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合 当該

合併に係る新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券

等を当該合併に際して交付する場合に限る。）が上場申請を行い、速やかに上場される見込み

のある株券等 

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株

主総会（普通出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併につ

いて株主総会の決議による承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっ

ては、執行役の決定を含む。）についての書面による報告を受けた日） 

ｃ 甲が、ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（（3）ｂの規定の適用を

受ける場合を除く。）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受

けた日。 

(６) 不適当な合併等 

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、

ⅱ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ 非上場会社からの事業の譲受け、ⅳ 会社分

割による他の者への事業の承継、ⅴ 他の者への事業の譲渡、ⅵ 非上場会社との業務上の提携、

ⅶ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ その他非上場会社の吸収合併又はこれ

らⅰからⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）を行った場合で、当該上場会社が実

質的な存続会社でないと乙が認めた場合。 

(７) 支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により支配株主が異動した場合（当該割当により支配株主が異動した場合及び当該

割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合）

において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき 

(８) 有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等の提出遅延 

甲が提出の義務を有する有価証券報告書又は四半期報告書ならびに発行者情報等につき、法令

及び上場規程等に定める期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断

した場合 

(９) 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書

については「不適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、甲の責めに帰すべか

らざる事由によるものである場合を除く。以下このｂにおいて同じ。）が記載され、かつ、その

影響が重大であると乙が認める場合 

(10) 法令違反及び上場規程違反等 

甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 

(11) 株式事務代行機関への委託 

甲が株式事務を㈱東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場合

又は委託しないこととなることが確実となった場合。 

(12) 株式の譲渡制限 

甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 

(13) 完全子会社化 

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 

(14) 指定振替機関における取扱い 

甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合 

(15) 株主の権利の不当な制限 

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g までのいずれ
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かに掲げる行為を行っていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが

大きいと乙が認める場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認

めた場合。 

a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の

形で発行する買収防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より

著しく低い新株予約権を導入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防

衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当て

ておく場合を除く。） 

b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお

廃止又は不発動とすることができないものの導入 

c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総

会の決議を要する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主

要な事業を行っている子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を

割当先として発行する場合において、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にす

る方策であると乙が認めるときは、甲が重要な事項について種類株主総会の決議を要する旨の

定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱う。）。 

d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の

過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決

定。 

e 上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会に

おいて一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済

的利益を受ける権利の価額等が上場株券等より低い株式をいう。）の発行に係る決議又は決定。 

f 議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の

利益を侵害するおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。 

g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもた

らす行為に係る決議又は決定。 

(16) 全部取得 

甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 

(17) 反社会的勢力の関与 

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態が TOKYO PRO 

Marketに対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

(18) その他 

前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは㈱東京証券取引所が当該銘柄の上場廃

止を適当と認めた場合。 

   

＜J-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

1. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場

合、相手方は、相当の期間（特段の事情のない限り１ヵ月とする。）を定めてその違反の是正又は

義務の履行を書面で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかった

ときは本契約を解除することができる。 

2．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除するこ

とができる。また、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヵ月前に書面で通知することにより

本契約を解除することができる。 

3．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を㈱東京証券

取引所に通知しなければならない。 
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（２）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、当中間会計期間において中間純利益1,403千円を計上したものの、前事業年度に引き続き、

債務超過の状態となっており、その額は43,035千円であります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

   当社では、当該状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続

企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、継続企業の前提に関する事項及びその対

応策に関しましては、「７財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状況の分析（５）継続企業の前

提に関する重要事象等について」に記載しております。 

 

５【経営上の重要な契約等】 

  当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

    

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

  文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において、当社が判断したものであります。 

 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づき

作成されております。この中間財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資

産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、

これらの見積りについて、過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積

りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

（流動資産） 

当中間会計期間末における流動資産は、前事業年度末と比べ40,953千円増加し、217,383千円と

なりました。これは主に現金及び預金が21,405千円増加、たな卸資産が14,229千円増加したこと

等によるものであります。 

 （固定資産） 

当中間会計期間末における固定資産は、前事業年度末と比べ2,916千円増加し、70,099千円とな

りました。これは主に機械及び装置の取得により2,738千円増加したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

当中間会計期間末における流動負債は、前事業年度末と比べ27,564千円増加し、222,387千円と

なりました。これは主に前受金が34,073千円増加したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

当中間会計期間末における固定負債は、前事業年度末と比べ14,901千円増加し、108,129千円と

なりました。これは長期借入金が12,320千円増加、リース債務が2,581千円増加したことによるも

のであります。 

（純資産） 

当中間会計期間末における純資産は、前事業年度末と比べ1,403千円増加し、△43,035千円と

なりました。これは当中間会計期間の中間純利益による増加1,403千円が変動要因であります。 

 

（３）経営成績の分析 

「第一部【企業情報】 第３【事業の状況】 １【業績等の概要】（１）業績」をご覧ください。 

    

（４）キャッシュ・フローの分析 

「第一部【企業情報】 第３【事業の状況】 １【業績等の概要】（２）キャッシュ・フローの状

況」をご覧ください。 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等について 
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  「４ 事業等のリスク」に記載しておりますように、当中間会計期間において、継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  当社は当該状況を解消すべく業績の改善と財務体質強化を図り、継続的に安定した経営基盤を構

築すべく以下のとおり対応しております。 

 

①新たな販路拡大と高付加価値商品の開発 

当社は既存市場であるレディース和装市場での営業部人員の増員による受注拡大に取り組む一方で、

新たな販路の拡大として、国内外での生地卸を予定しております。新規格の織機を導入し、海外での

展示会へ出展することで認知度を高め、販路開拓に努めてまいります。卸売りの受注も増えており、

卸売り先にも高評価を得ております。卸先の開拓も、引き続き努めてまいります。 

工数が少なく、オールシーズン着用可能な帯の継続製品を適時投入し、ブランドイメージの向上・

受注拡大に寄与しております。「粋礼匠織」と銘打ったきものシリーズも好評を博しており、さらに後

続の商品開発に取り組んでおります。 

今後も新たな販路の開拓に取り組むことで売上高の増加に努める一方、高付加価値商品の開発に取

り組むことで収益性の向上に努めてまいります。 

 
②男きもの事業の確立 

当社は平成26年４月より男きものの販売を開始しており、男きもの事業の確立を目指します。当事

業年度も引き続き各種媒体への衣装提供を行うことで男きものの認知度を高め、Ｗｅｂ広告を中心に、

新規顧客の獲得に努めてまいります。また「月オシ」商品を打ち出し、既存顧客の維持と再来店率の

向上にも努めてまいります。引き続き男きもの着付け教室を開催し、男きものへの潜在的な需要の掘

り起しにも注力いたします。これまで、低価格高品質の商品を中心に商品の開発を進めておりました

が、既存顧客のニーズ、高価格帯を望まれる顧客のニーズにも対応できる商品の開発にも取り組み、

定期的に店内催事を行うことで収益性の向上に努めてまいります。中長期的に男きもの市場を最重点

市場と捉えており、当該市場でのシェア獲得に取り組んでまいります。 

 
③資金繰り 

事業目標に応じた効果的なコスト削減に取り組み、事業及び運転資金の安定的な確保と維持に向け、

資金を最大限に有効活用してまいります。海外での新規顧客開拓に必要な資金調達について、取引金

融機関と協議を続けております。また、男きもの事業をグループ戦略と捉え、親会社より銀座本店の

家賃支援、一部広告宣伝費の支援を受けております。 

 

④コスト削減 

生産面では、織機配置・人員配置を適宜見直し、生産稼働率の安定化と操業度の向上を図り、工数

の少ない高付加価値商品を企画・製造することで製品単位当たりのコスト削減に取り組んでおります。

また、工数の多い一部製造品を外注することで、人件費を削減しております。製品化できない生地の

二次加工にも取り組み、一層の製造原価の低減に取り組みます。 

管理面では、商品の管理拠点を福岡本社から京都事業所に移設し、運賃の削減、商品の配送期間の

短縮に取り組み、各種販売会へ相応しい商品を提供することで収益性の向上に努めてまいります。 

また、経費の掛かる販売会への参加を控える等、販売会１回当たりの経費削減に取り組んでおりま

す。 
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第４【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

主要な設備に重要な異動はありません。 

 

２【設備の新設、除却等の計画】 

該当事項はありません。 
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第５【発行者の状況】 

 

１【株式等の状況】 

 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名

の別、額面・

無額面の別及

び種類 

発行可能 

株式総数 

（株） 

未発行 

株式数 

（株） 

中間会計期間末

現在 

発行数（株） 

(平成29年６月30日) 

公表日現在 

発行数（株） 

(平成29年９月29日) 

上場金融商品取

引所名又は登録

認可金融商品取

引業協会名 

内容 

普通株式 2,000,000 1,482,300 517,700 517,700 東京証券取引所 
（TOKYO PRO Market） 

単元株

式数 

100株 

計 2,000,000 1,482,300 517,700 517,700 ― ― 
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（２）【新株予約権等の状況】 
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

第１回新株予約権（平成25年11月12日臨時株主総会決議） 

 区分 
中間会計期間末現在 
（平成29年６月30日） 

公表日の前月末現在 
（平成29年８月31日） 

新株予約権の数（個） 12,500 同左 

新株予約権のうち自己新株予約権の数
(個) 

― 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 12,500（注）１ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1（注）２ 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成27年12月１日 
至 平成30年11月30日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行す
る場合の株式の発行価格及び資本組入
額（円） 

発行価格   1 
資本組入額 0.5 

同左 

新株予約権の行使の条件 

①新株予約権は、発行時に割当
を受けた新株予約権者にお
いて、これを行使することを
要する。 

②新株予約権発行時において
当社の取締役及び従業員で
あった者は、新株予約権行使
時においても、当社又はの取
締役及び従業員であること
を要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職その他
正当な理由がある場合はこ
の限りではない。 

③新株予約権の相続人による
新株予約権の権利行使は認
めないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権を譲渡するには

取締役会の承認を要する。 
同左 

代用払込みに関する事項 ― 同左 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 

（注）１，２ 同左 

（注）１．当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行わ

れ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

２．なお、当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価

額を調整し、調整によって生じる１円未満の端数は切上げる。 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 
× 

既発行 

株式数 
＋ 

新規発行株式数 

又は処分株式数 
× 

１株当たり払込金額 

又は処分価額 

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数又は処分株式数 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とす

る。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は切上げる。 

調整後行使価額  ＝  調整前行使価額 ×  
1 

分割・併合の比率 

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調整を

行うことができる。 
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（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金 

増減額 

(千円) 

資本金残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額 

(千円) 

資本準備金 

残高 

(千円) 

平成29年１月１日～

平成29年６月30日 
― 517,700 ― 108,850 ― ― 
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（６）【大株主の状況】 

平成29年６月30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式

数 
（株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
(％) 

日本和装ホールディングス株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 399,800 77.23 

酒井 茂 福岡市早良区 11,000 2.12 

株式会社 井上 名古屋市中区錦二丁目14番６号 10,000 1.93 

外市 株式会社 
京都市下京区四条通烏丸東入 

長刀鉾町27番地 
10,000 1.93 

京商 株式会社 
京都市下京区五条通烏丸東入 

松屋町413 
10,000 1.93 

成田 株式会社 
京都市下京区高辻通西洞院西入 

永養寺町249番地 
10,000 1.93 

となみ織物 株式会社 
京都市上京区寺ノ内通堀川西入 

東西町405番地 
10,000 1.93 

株式会社 青柳 新潟県十日町市栄町26-６ 10,000 1.93 

大島紬美術館 株式会社 大阪府池田市畑五丁目７-８ 10,000 1.93 

木村実業株式会社 
京都市下京区室町通仏光寺下ル 

山王町546番地の１ 
10,000 1.93 

株式会社羽衣マネキン 大阪市西区南堀江４丁目１番１号 10,000 1.93 

長嶋 正晃 京都市北区 10,000 1.93 

計 ― 510,800 98.67 
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（７）【議決権の状況】 

 

① 【発行済株式】 

 平成29年６月30日現在   

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 517,700 5,177 

権利内容に何ら限定のな

い、当社における標準と

なる株式であり、単元株

式数は100株であります。 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 517,700 ― ― 

総株主の議決権 ― 5,177 ― 

 

②【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

 

２【役員の状況】 

  平成29年３月31日の発行者情報の提出後、当発行者情報の提出日までの役員の異動はありません。 
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３【関連当事者取引】 

 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等 

種類 

会社等 

の名称又は

氏名 

所在

地 

資本金又

は出資金 

（千円） 

事業の

内容又

は職業 

議決権等

の所有（被

所有）割合 

（％） 

関連当事

者との関

係 

取引の内容 
取引金額

（千円） 
科目 

当中間会

計期間末

残高 

親 会

社  

日本和装ホ

ールディン

グス㈱ 

東京

都中

央区 

459,634 

和服及

び和装

品の販

売仲介 

 

(77.2) 

 

当社に対

する販売

機会の提

供 

顧客からの販売代

金の精算 

（注）２ 
265,480 前受金 37,716 

販売手数料の支払

（注）３ 
259,095 ―  ― 

会場費等の支払

（注）４ 
22,061 未払金 5,904 

 

（注）１．上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等を含ん

でおります。 

   ２．日本和装ホールディングス株式会社からの販売代金の精算については他社と同等の取引条

件によっております。 

   ３．日本和装ホールディングス株式会社に対する販売手数料の支払については、他社と同等の

取引条件によっております。 

   ４．日本和装ホールディングス株式会社に対する会場費等の支払については、他社と同等の取

引条件によっております。 
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第６【経理の状況】 

 
１ 中間財務諸表の作成方法について 

（１）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 52年大蔵省

令第 38号)に基づいて作成しております。 

（２）当社の中間財務諸表は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特

例」第 116 条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般的に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 128 条第

３項の規定に基づき、中間会計期間（平成 29年１月１日から平成 29年６月 30日まで）の中間財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。 

 

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【中間財務諸表等】 

（１）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】   

                           (単位：千円) 

       前事業年度 

(平成28年12月31日) 

当中間会計期間 

(平成29年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 9,222 30,628 
    売掛金 7,380 3,937 
  たな卸資産 144,185 158,414 
    その他  15,641  24,402 
    流動資産合計 176,429 217,383 
  固定資産     

    有形固定資産     

   機械及び装置（純額） ― 2,738 
   工具、器具及び備品（純額） 556 818 
   土地 ※１ 63,762  ※１ 63,762 
      有形固定資産合計 ※２ 64,319  ※２ 67,319 
    無形固定資産 538 403 
  投資その他の資産 2,325 2,376 
    固定資産合計 67,182 70,099 
  資産合計 243,612 287,482 
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(単位：千円) 

          前事業年度 

(平成28年12月31日) 

当中間会計期間 

(平成29年６月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 16,096 19,324 
  短期借入金 130,000 111,000 
    1年内返済予定の長期借入金 ※１  18,000 ※１  22,920 
  リース債務 ― 375 
  未払法人税等 1,607 1,041 
  未払金 12,276 16,070 
  未払費用 6,623 6,699 
  前受金 7,284 41,358 
  その他 ※３ 2,934  ※３ 3,598 
    流動負債合計 194,823 222,387 
  固定負債     

    長期借入金 ※１ 93,228  ※１ 105,548 
  リース債務 ― 2,581 
    固定負債合計 93,228 108,129 
  負債合計 288,051 330,517 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 108,850 108,850 
    利益剰余金     

      その他利益剰余金     

        繰越利益剰余金 △159,526 △158,122 
      利益剰余金合計 △159,526 △158,122 
    株主資本合計 △50,676 △49,272 
  新株予約権 6,237 6,237 
 純資産合計 △44,438 △43,035 

負債純資産合計 243,612 287,482 
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② 【中間損益計算書】 

 

（単位：千円） 

   
前中間会計期間 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年６月30日) 

売上高 323,734 589,955 

売上原価 114,368 213,393 

売上総利益 209,366 376,562 

販売費及び一般管理費 221,383 372,849 

営業利益又は営業損失（△） △12,017 3,712 

営業外収益   

 受取利息 2 0 

 その他 100 74 

営業外収益合計 103 74 

営業外費用   

 支払利息 1,381 1,518 

 売上割引 ― 338 

 その他 157 1 

営業外費用合計 1,538 1,858 

経常利益又は経常損失（△） △13,452 1,928 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △13,452 1,928 

法人税、住民税及び事業税 454 525 

法人税等合計 454 525 

中間純利益又は中間純損失（△） △13,907 1,403 
        
 

 

  



 

 

25 

 

       

③ 【中間株主資本等変動計算書】 

 

前中間会計期間（自 平成 28 年１月 1日 至 平成 28 年６月 30日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

新株予約権 
純資産 

合計 資本金 

利益剰余金 

株主資本

合計 

その他利

益剰余金 利益剰余

金合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 108,850 △148,499 △148,499 △39,649 6,237 △33,411 

当中間期変動額       

中間純損失（△）  △13,907 △13,907 △13,907  △13,907 

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額） 
      

当中間期変動額合計 ― △13,907 △13,907 △13,907 ― △13,907 

当中間期末残高 108,850 △162,406 △162,406 △53,556 6,237 △47,319 

 

 

 

    当中間会計期間（自 平成 29 年１月 1日 至 平成 29 年６月 30 日） 

（単位：千円） 

 

株主資本 

新株予約権 
純資産 

合計 資本金 

利益剰余金 

株主資本

合計 

その他利

益剰余金 利益剰余

金合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 108,850 △159,526 △159,526 △50,676 6,237 △44,438 

当中間期変動額       

中間純利益  1,403 1,403 1,403  1,403 

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額） 
      

当中間期変動額合計 ― 1,403 1,403 1,403 ― 1,403 

当中間期末残高 108,850 △158,122 △158,122 △49,272 6,237 △43,035 
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④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

   
当中間会計期間 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

  税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） △13,452 1,928 
 減価償却費 1,361 232 
  受取利息 △2 △0 
  支払利息 1,381 1,518 
  売上債権の増減額（△は増加） △325 3,442 
  たな卸資産の増減額（△は増加） △20,524 △14,229 
 その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,545 △7,978 
  仕入債務の増減額（△は減少） 1,991 3,227 
 前受金の増減額（△は減少） 24,290 34,073 
 その他の流動負債の増減額（△は減少） ― 3,794 
  その他 262 399 
  小計 △2,473 26,410 
  利息の受取額 2 0 
  利息の支払額 △1,381 △1,518 
  法人税等の支払額 △1,021 △1,091 
  営業活動によるキャッシュ・フロー △4,873 23,800 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 ― △360 

  その他 ― △200 
  投資活動によるキャッシュ・フロー ― △560 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金の純増減額（△は減少） △9,000 △19,000 
 長期借入れによる収入 ― 30,000 
 長期借入金の返済による支出 △10,500 △12,760 
 リース債務の返済による支出 ― △74 
 財務活動によるキャッシュ・フロー △19,500 △1,834 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,373 21,405 

現金及び現金同等物の期首残高 41,597 9,222 

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 17,223 ※ 30,628 
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【注記事項】 

 

（継続企業の前提に関する事項） 

  当社は、当中間会計期間において中間純利益 1,403 千円を計上したものの、前事業年度に引き続き、債務

超過の状態となっており、その額は 43,035千円であります。 

当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社は当該状況を解消すべく、業績の改善と財務体質強化を図り、継続的に安定した経営基盤を構築す

べく以下のとおり対応しております。 

 

①新たな販路拡大と高付加価値商品の開発 

当社は既存市場であるレディース和装市場での営業部人員の増員による受注拡大に取り組む一方で、新

たな販路の拡大として、国内外での生地卸を予定しております。新規格の織機を導入し、海外での展示会

へ出展することで認知度を高め、販路開拓に努めてまいります。卸売りの受注も増えており、卸売り先に

も高評価を得ております。卸先の開拓も、引き続き努めてまいります。 

工数が少なく、オールシーズン着用可能な帯の継続製品を適時投入し、ブランドイメージの向上・受注

拡大に寄与しております。「粋礼匠織」と銘打ったきものシリーズも好評を博しており、さらに後続の商品

開発に取り組んでおります。 

今後も新たな販路の開拓に取り組むことで売上高の増加に努める一方、高付加価値商品の開発に取り組

むことで収益性の向上に努めてまいります。 

 

②男きもの事業の確立 

当社は平成 26年４月より男きものの販売を開始しており、男きもの事業の確立を目指します。当事業年

度も引き続き各種媒体への衣装提供を行うことで男きものの認知度を高め、Ｗｅｂ広告を中心に、新規顧

客の獲得に努めてまいります。また「月オシ」商品を打ち出し、既存顧客の維持と再来店率の向上にも努

めてまいります。引き続き男きもの着付け教室を開催し、男きものへの潜在的な需要の掘り起しにも注力

いたします。これまで、低価格高品質の商品を中心に商品の開発を進めておりましたが、既存顧客のニー

ズ、高価格帯を望まれる顧客のニーズにも対応できる商品の開発にも取り組み、定期的に店内催事を行う

ことで収益性の向上に努めてまいります。中長期的に男きもの市場を最重点市場と捉えており、当該市場

でのシェア獲得に取り組んでまいります。 

 

③資金繰り 

事業目標に応じた効果的なコスト削減に取り組み、事業及び運転資金の安定的な確保と維持に向け、資

金を最大限に有効活用してまいります。海外での新規顧客開拓に必要な資金調達について、取引金融機関

と協議を続けております。また、男きもの事業をグループ戦略と捉え、親会社より銀座本店の家賃支援、

一部広告宣伝費の支援を受けております。 

 

④コスト削減 

生産面では、織機配置・人員配置を適宜見直し、生産稼働率の安定化と操業度の向上を図り、工数の少

ない高付加価値商品を企画・製造することで製品単位当たりのコスト削減に取り組んでおります。また、

工数の多い一部製造品を外注することで、人件費を削減しております。製品化できない生地の二次加工に

も取り組み、一層の製造原価の低減に取り組みます。 

管理面では、商品の管理拠点を福岡本社から京都事業所に移設し、運賃の削減、商品の配送期間の短縮

に取り組み、各種販売会へ相応しい商品を提供することで収益性の向上に努めてまいります。 

また、経費の掛かる販売会への参加を控える等、販売会１回当たりの経費削減に取り組んでおります。 

 

しかしながら、これらの施策をとっても業績改善については今後の市況等の変化により計画どおりに推

進できず、資金繰りに重要な影響を及ぼす可能性があります。従って、現時点においては継続企業の前提

に関する重要な不確実性が存在するものとして認識しております。 

 

なお、中間財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を中間財務諸表には反映しておりません。 
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（重要な会計方針） 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商     品   個別法による原価法  

製品及び仕掛品   移動平均法による原価法 

原  材  料   最終仕入原価法 

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並

びに平成 28 年４月１日以降に取得する建物附属設備については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建       物    15年 

機 械 及 び 装 置    ８年 

工具、器具及び備品     ３年 

(2)リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 

３．引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

４．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

５．その他中間財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

（会計方針の変更） 

  該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26号 平成 28 年３月 28日）

を当中間会計期間から適用しております。 
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（中間貸借対照表関係） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

     担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  
前事業年度 

（平成28年12月31日） 
当中間会計期間 

（平成29年６月30日） 

土     地 63,762千円 63,762千円 

 

    担保付債務は、次のとおりであります。 

  前事業年度 
（平成28年12月31日） 

当中間会計期間 
（平成29年６月30日） 

一年内返済予定の長期借入金 13,008千円 13,008千円 

長期借入金 68,212千円 60,624千円 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

      

 
前事業年度 

（平成28年12月31日） 
当中間会計期間 

（平成29年６月30日） 

有形固定資産の減価償却累計額 13,431千円 13,529千円 

 

※３ 消費税の取扱い 

     当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

 

 

（中間損益計算書関係） 

 減価償却実施額は、次のとおりであります。 

 

前中間会計期間 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年６月30日) 

有形固定資産 1,227 千円  98 千円 

無形固定資産 134千円  134千円 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 前中間会計期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首

株式数（株） 

当中間会計期

間増加株式数

（株） 

当中間会計期

間減少株式数

（株） 

当中間会計期間末

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 517,700 - - 517,700 

合計 517,700 - - 517,700 
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２．自己株式の種類及び株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

区分 

 
新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会

計期間末

残高（千

円） 

当事業 

年度期

首 

当中間

会計期

間増加 

当中間

会計期

間減少 

当中間

会計期

間末 

提 出

会社 

第 1回ストック・オプシ

ョンとしての新株予約

権 

― ― ― ― ― 6,237 

合計 ― ― ― ― ― 6,237 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

 当中間会計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 
当事業年度期首

株式数（株） 

当中間会計期

間増加株式数

（株） 

当中間会計期

間減少株式数

（株） 

当中間会計期間末

株式数（株） 

発行済株式     

普通株式 517,700 - - 517,700 

合計 517,700 - - 517,700 

 

２．自己株式の種類及び株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権に関する事項 

区分 

 
新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会

計期間末

残高（千

円） 

当事業 

年度期

首 

当中間

会計期

間増加 

当中間

会計期

間減少 

当中間

会計期

間末 

提 出

会社 

第 1回ストック・オプシ

ョンとしての新株予約

権 

― ― ― ― ― 6,237 

合計 ― ― ― ― ― 6,237 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。 

 

前中間会計期間 

(自 平成28年１月１日 

 至 平成28年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年６月30日) 

現金及び預金勘定 17,223千円 30,628千円 

現金及び現金同等物 17,223千円 30,628千円 
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（リース取引関係） 

１． ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

製織機（機械及び装置）であります。 

② リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「２.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機

関からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針

であります。 

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権である売掛金等については、経常的に発生しており、担当者が、所定の手続きに従い、

債権回収の状況を定期的にモニタリングを行い、支払遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図って

おります。 

特に金額等の重要性が高い取引については、取締役会において、取引実行の決定や回収状況の報

告などを行います。 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

該当事項はありません。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

買掛金及び未払金については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元流動性の維持など

により流動性リスクを管理しております。 

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価については、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することがあります。 
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  ２．金融商品の時価等に関する事項 

中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ

ります。 

前事業年度（平成28年12月31日） 

 

貸借対照表 

計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1）現金及び預金 9,222 9,222 － 

(2）売掛金 7,380 7,380 －  

(3) 前渡金 3,605 3,605 － 

資産計 20,208 20,208 － 

(1）買掛金 16,096 16,096 － 

(2）未払金 12,276 12,276 － 

(3）未払法人税等 1,607 1,607 － 

(4）未払消費税等 1,753 1,753 － 

(5）短期借入金 130,000 130,000 － 

(6）長期借入金（１年内返済予定を含む） 111,228 111,228 － 

負債計 272,962 272,962 － 

 

当中間会計期間（平成29年６月30日） 

 

中間貸借対照表 

計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1）現金及び預金 30,628 30,628 － 

(2）売掛金 3,937 3,937 －  

資産計 34,566 34,566 － 

(1）買掛金 19,324 19,324 － 

(2）未払金 16,070 16,070 － 

(3）前受金 41,358 41,358 － 

(4）未払法人税等 1,041 1,041 － 

(5）短期借入金 111,000 111,000 － 

(6）長期借入金（１年内返済予定を含む） 128,468 128,468 － 

(7) リース債務（１年内返済予定を含む） 2,957 2,965 7 

負債計 320,219 320,226 7 

 

（注）金融商品の時価の算定方法 

資産 

(1）現金及び預金、(2）売掛金 

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

負債 

(1）買掛金、（2）未払金、（3）前受金、（4）未払法人税等、（5）短期借入金 

短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。 

(6）長期借入金（１年内返済予定を含む） 
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長期借入金の時価については、変動金利証書貸付であるため、当該帳簿価額によっております。 

(7）リース債務（１年内返済予定を含む） 

リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリースを行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

 １．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、 

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

 当社は、事業の種類別に「レディース和装事業」及び「男きもの事業」の２つを報告セグメントとし

ております。 

 「レディース和装事業」は主に、女性向けの帯・着物の製造、仕入及び販売をしております。「男きも

の事業」は主に、男性向けの帯・着物の製造、仕入及び販売をしております。 

２.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

    報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一でありま

す。 

    報告セグメントの損益は、営業損益ベースの数値であります。 

 

３． 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前中間会計期間（自 平成 28 年１月１日 至 平成 28 年６月 30日） 

    
（単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 

 

レディース和

装事業 
男きもの事業 計 

売上高   
   

(1）外部顧客への売上高 288,139 35,595 323,734 － 323,734 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

計 288,139 35,595 323,734 － 323,734 

セグメント損失（△） △6,473 △5,543 △12,017 － △12,017 

セグメント資産 110,160 57,449 167,610 86,865 254,476 

その他の項目      

減価償却費 111 1,115 1,227 134 1,361 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
－ － － － － 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。 

 

当中間会計期間（自 平成 29 年１月１日 至 平成 29 年６月 30日） 

    
（単位：千円） 

 報告セグメント 

その他 合計 

 

レディース和

装事業 
男きもの事業 計 

売上高   
   

(1）外部顧客への売上高 560,578 29,377 589,955 － 589,955 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － 

計 560,578 29,377 589,955 － 589,955 

セグメント利益又は損失

（△） 
8,067 △4,355 3,712 － 3,712 

セグメント資産 136,214 50,123 186,337 101,144 287,482 

その他の項目      

減価償却費 93 － 93 139 232 

有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 
2,938 － 2,938 160 3,098 

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。 
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【関連情報】 

 

前中間会計期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日）及び当中間会計期間（自 平成29年

１月１日 至 平成29年６月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報「３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関

する情報」をご参照ください。 

 

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

  本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

（２）有形固定資産 

  本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため記載はありま

せん。 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

   該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

   該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報】 

   該当事項はありません。 
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（1株当たり情報） 

  １株当たり純資産額並びに１株当たり中間純利益金額又は１株当たり中間純損失金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（平成 28年 12 月 31日） 

当中間会計期間 

（平成 29年６月 30日） 

１株当たり純資産額 △97円 89銭 △95円 18銭 

 

項目 

前中間会計期間 

(自 平成28年１月１日 

至 平成28年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成29年１月１日 

至 平成29年６月30日) 

(1) １株当たり中間純利益金額又は 

中間純損失金額（△) 
△26円86銭 2円71銭 

（算定上の基礎）   

中間純利益金額又は中間純損失金額（△）（千円） △13,907 1,403 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る中間純利益金額又は 

中間純損失金額（△）（千円） 
△13,907 1,403 

期中平均株式数（株） 517,700 517,700 

(2)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 ― 2円68銭 

（算定上の基礎）   

中間純利益調整額（千円） ― ― 

普通株式増加数（株） ― 6,187 

（うち新株予約権）（株） ― (6,187) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在 

株式の概要 

第１回新株予約権（新株

予約権の数12,500個） 
― 

（注）前中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、１株当たり中間純損失

金額であるため、記載しておりません。 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

（２）【その他】 

 該当事項はありません。 

 

第７【外国為替相場の推移】 

 

該当事項はありません。 

 

第二部【特別情報】 

 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 



 

 

独立監査人の中間監査報告書
 

平成２９年９月２９日 
 

株 式 会 社  は か た 匠 工 芸

取 締 役 会  御 中

 
 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
 

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 伊 藤 次 男 ㊞ 

指定有限責任社員
 

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 川 畑 秀 和 ㊞ 

 
 
 当監査法人は、株式会社東京証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特
例第１２８条第３項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式
会社はかた匠工芸の平成２９年１月１日から平成２９年１２月３１日までの第１２期事業年度
の中間会計期間（平成２９年１月１日から平成２９年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、す
なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、中間キャッシュ・フロー
計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 
 
中間財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による
重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断
した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸

表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸
表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要
な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、こ
れに基づき中間監査を実施することを求めている。 
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度

監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法
人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づい
て、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が
採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財
務諸表の表示を検討することが含まれる。 
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断

している。 
 
中間監査意見 
 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、株式会社はかた匠工芸の平成２９年６月３０日現在の財政状態並
びに同日をもって終了する中間会計期間（平成２９年１月１日から平成２９年６月３０日まで）
の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
 
強調事項 
 継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は当中間会計期間において中間
純利益1,403千円を計上したものの、当中間会計期間末において債務超過の状態にあり、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認め
られる理由については当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成
されており、このような重要な不確実性の影響は中間財務諸表に反映されていない。 
 当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 

以 上 


